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1. はじめに 

a 本文書は、「オープン API のあり方に関する検討会報告書」1（以下、同報告書

という）を踏まえ、預金に係る、①残高照会、②入出金明細照会、③振込 2を当

面の対象として、API のメッセージ上の標準的な項目やその定義等の目安とな

る「電文仕様標準」を定めるものである。 

b 同報告書「API 仕様の標準化について」（8 頁）においては、当面の API 開発

上の指針として、本文書で定める「電文仕様標準」のほか、関係者が API を開

発するに当たって留意すべき「開発原則」、推奨される API の基本的な仕様を

定める「開発標準」の三点が定められている。本文書の参照にあたっては、こ

れら他の指針も併せて確認されたい。 

c なお、本文書は、API 連携を目指す銀行と FinTech 企業等が個別に協議して仕

様を検討することや各銀行におけるオープン API に係る戦略等を踏まえた仕様

の汎用性や拡張性を確保する取組みを妨げるものではなく、むしろこれらの取

組みは積極的に推奨される。 

【参考】開発原則、開発標準、電文仕様標準の関係 

 
 

2. 電文仕様標準の目的と位置付け 

a 「電文仕様標準」は、API のメッセージ上の標準的な項目やその定義等の 
目安を定めるものである 3。項目の規定に際し、以下 2 区分を定義する。 
 標準項目：各項目の定義が明確であり、且つ最低限必要と考えられるもの。 
 拡張項目：任意項目の例示位置付け。各金融機関で定義が異なるもの等。 

b 「電文仕様標準」は、FinTech サービスにおいて使用される基本的な項目や 
データについて、定義の一貫性を確保し、接続相手方において加工、集計／統

1 原文は、https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8261/ から入手可能。 
2 同一銀行内の振替は除く。なお、振込に係る電文仕様標準は今後検討を行う予定であり、 
「3. 電文仕様標準」への追加を想定している。 

3 なお、OAuth2.0 の詳細仕様等については、2017 年 6 月現在、OpenID Foundation Financial 
API WG(FAPI WG)において標準化作業が実施されているため、本文書では、API 連携サービス

に関する電文仕様についてのみ定めている。 

［開発原則］ 関係者が留意すべきハイレベルの開発上の理念

［開発標準］ 推奨されるAPIの基本的な仕様

電文仕様全体

［電文仕様標準］：共通・標準的な項目

※ 個別の創意工夫による拡張を推奨
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合を容易化するとともに、利用者の誤認を防止し、もってオープン・イノベー

ションが醸成されやすい環境の実現を後押しすることを目的としている。 

c 「電文仕様標準」への準拠は、各銀行において検討・判断される 4。 
また、最終的な仕様は、電文仕様標準に機械的に準拠するのではなく、API の

汎用性、拡張性も十分考慮するとともに、接続相手方との協議やサービスの 
特性等を踏まえて、決定されることが重要である。 

d 「電文仕様標準」は、一般社団法人全国銀行協会が事務局となって、銀行界、

IT 事業者、API 接続先企業等の各関係者の意見も参考 5にしつつ、取りまとめ

られた。今後も必要に応じて内容の追加や見直しの検討が行われること、およ

び関係者における API 開発上の指針として参照されることを期待する。 

3. 電文仕様標準 

3.1 残高照会 
個人預金口座、法人預金口座それぞれに係る残高照会機能を有する API の 

応答メッセージの電文仕様標準を以下のとおりとする。 

3.1.1 個人預金口座 

［応答メッセージ］ 

♯ 項目 値の記述方法 説明 

標準項目 

1 口座識別子*1、2  

 

任意に設定 

 

対象口座を特定するための情報 

例）支店コードや預金種目、 

口座番号を組み合わせた値 

2 通貨コード*3 原則として、ISO4217 等の 

標準規格に準拠。 

通貨単位を示す。 

例）JPY、USD（ISO4217 の場合） 

3 現在残高 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 

応答時点または基準日時に 

おける現在残高を示す。 

4 基準日*4 原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

応答日付、もしくは現在残高およ

び支払可能残高の基準日を示す。 

  

4 「電文仕様標準」は標準（Standard）であり、規則（Regulation）ではない。なお、「電文仕様

標準」に準拠しようとする銀行のうち、先行して API を開発済の銀行においては、バージョン

アップやリプレイス等のタイミングで準拠を目指すといった様々な取組みが考えられる。 
5 例えば、入出金取引明細にて借入や負債、支払等をマイナスにするなど、表現の統一を図る 
ことで、新しいサービスの提供が期待されるとの意見が寄せられた。 
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♯ 項目 値の記述方法 説明 

5 基準時刻*4 原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

応答時刻、もしくは現在残高およ

び支払可能残高の基準日におけ

る基準時刻を示す。 

拡張項目（例） 

6 支払可能残高 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 

応答時点または基準日時に 

おける支払可能残高を示す。 

金融機関により貸越極度や 

資金化されていない手形残高等

を含むため、留意が必要。 

例）現在残高－他店券残高 

＋貸越極度額 
*1 単一口座のみの残高照会機能の場合は省略可。 
*2 支店コード（または支店名）、預金種目コード（または預金種目）、口座番号、口座名義人

等の各項目を応答。 
*3 応答する残高の通貨コードが常に同一の場合（例えば円）は省略可。 
*4  応答時点の最新の現在残高および支払可能残高を示す場合は省略可。 
 

3.1.2 法人預金口座 

［応答メッセージ］ 

♯ 項目 値の記述方法 説明 

標準項目 

1 口座識別子*1、2  

 

任意に設定 対象口座を特定するための情報 

例）支店コードや預金種目、 

口座番号を組み合わせた値 

2 通貨コード*3 原則として、ISO4217 等の 

標準規格に準拠。 

通貨単位を示す。 

例）JPY、USD（ISO4217 の場合） 

3 現在残高 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 

応答時点または基準日時に 

おける現在残高を示す。 

4 基準日*4 原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

応答日付、もしくは現在残高およ

び支払可能残高の基準日を示す。 

5 基準時刻*4 同上 応答時刻、もしくは現在残高およ

び支払可能残高の基準日におけ

る基準時刻を示す。 
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♯ 項目 値の記述方法 説明 

拡張項目（例） 

6 支払可能残高 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 
応答時点または基準日時に 

おける支払可能残高を示す。 

金融機関により貸越極度や 

資金化されていない手形残高等

を含むため、留意が必要。 

例）現在残高－他店券残高 

＋貸越極度額 
7 他店券残高 同上 応答時点または基準日時に 

おける他店券金額を示す。 

8 貸越極度額 同上 応答時点または基準日時に 

おける貸越極度額を示す。 

9 前日残高 同上 応答時点または基準日時に 

おける起算日取引等を 

勘案した前日残高を示す。 

10 前月末残高 同上 応答時点または基準日時に 

おける起算日取引等を 

勘案した前月末残高を示す。 
*1 単一口座のみの残高照会機能の場合は省略可。 
*2 支店コード（または支店名）、預金種目コード（または預金種目）、口座番号、口座名義人

等の各項目を応答。 
*3 応答する残高の通貨コードが常に同一の場合（例えば円）は省略可。 
*4  応答時点の最新の現在残高および支払可能残高を示す場合は省略可。 

3.2 入出金取引明細照会 
 個人預金口座、法人預金口座それぞれに係る入出金取引明細照会機能を有する 
API の応答メッセージの電文仕様標準を以下のとおりとする。 

3.2.1 個人預金口座 
［応答メッセージ］ 

♯ 項目 値の記述方法 説明 

標準項目 

応答情報明細 

1 口座識別子*1、2  

 

任意に設定 対象口座を特定するための情報 

例）支店コードや預金種目、 

口座番号を組み合わせた値 
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♯ 項目 値の記述方法 説明 

2 通貨コード*3 原則として、ISO4217 等の標準規

格に準拠。 

通貨単位を示す。 

例）JPY、USD（ISO4217 の場合） 

3 対象期間（From）

*4 

原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

応答する明細の対象期間を表示。 

4 対象期間（To）
*4 

5 基準日*5 同上 応答日付、もしくは入出金取引明

細の基準日を示す。 

6 基準時刻*5 同上 応答時刻、もしくは入出金取引明

細の基準時刻を示す。 

7 継続情報 任意に設定 

 

応答した入出金取引明細の 

継続情報の有無を示すフラグや 

取得キー、照会番号等を回答。 

例）続き有り、1/2 ページ 

入出金取引明細 

8 取引日 原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

記帳された取引日を示す。 

9 起算日 

（該当時のみ） 

同上 取引日と起算日が異なる場合に

起算日を応答。 

10 入払区分*6 任意に設定 入出金の状態を示す。 

例）1：入金、2：出金 

（全銀フォーマットの場合） 

11 取引金額*6 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 

取引金額を示す。 

金融機関によっては他店券金額

を含む場合に、取引金額中の 

他店券金額も応答。 

12 摘要内容 左詰めで記載。 

文字形式は任意に設定。 

紐付く摘要内容を示す。 

例）振込依頼人名、 

口座振替引落明細 
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拡張項目（例） 

13 取引後残高 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 

取引後残高を示す。 

複数の取引明細を一括処理する

ケースにおいては、当該取引単位

での残高を応答。 

14 取引時刻 原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

入出金明細情報の取引時刻を示

す。#8、9 とあわせての応答も可。 
*1 単一口座のみの入出金取引明細照会機能の場合は省略可。 
*2 支店コード（または支店名）、預金種目コード（または預金種目）、口座番号、口座名義人

等の各項目を応答。 
*3 応答する残高の通貨コードが常に同一の場合（例えば円）は省略可。 
*4 リクエスト電文で期間が明確であり、その対象期間をそのまま応答する場合は省略可。 
*5  応答時点の最新の入出金取引明細を示す場合は省略可。 
*6 入払区分と取引金額の組合せによる応答に代えて、「入金金額」、「出金金額」等を用いて

取引金額を表示することも可。 
 

3.2.2 法人預金口座 
［応答メッセージ］ 

♯ 項目 値の記述方法 説明 

標準項目 

応答情報明細 

1 口座識別子*1、2  

 

任意に設定 対象口座を特定するための情報 

例）支店コードや預金種目、 

口座番号を組み合わせた値 

2 通貨コード*3 原則として、ISO4217 等の標準規

格に準拠。 

通貨単位を示す。 

例）JPY、USD（ISO4217 の場合） 

3 対象期間（From）

*4 

原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

応答する明細の対象期間を表示。 

4 対象期間（To）
*4 

5 基準日*5 同上 応答日付、もしくは入出金取引明

細の基準日を示す。 

6 基準時刻*5 同上 応答時刻、もしくは入出金取引明

細の基準時刻を示す。 

7 継続情報 任意に設定 応答した入出金取引明細の 

継続情報の有無を示すフラグや 

取得キー、照会番号等を回答。 

例）続き有り、1/2 ページ 
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♯ 項目 値の記述方法 説明 

入出金取引明細 

8 取引日 原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

記帳された取引日を示す。 

9 起算日 

（該当時のみ） 

同上 取引日と起算日が異なる場合に

起算日を応答。 

10 入払区分*6 任意に設定 入出金の状態を示す。 

例）1：入金、2：出金 

（全銀フォーマットの場合） 

11 取引金額*6 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 

取引金額を示す。 

金融機関によっては他店券金額

を含む場合に、取引金額中の 

他店券金額も応答。 

12 摘要内容 左詰めで記載。 

文字形式は任意に設定。 

紐付く摘要内容を示す。 

例）振込依頼人名、 

  口座振替引落明細 

♯ 項目 値の記述方法 説明 

拡張項目（例） 

13 取引後残高 半角表記。原則として、 

ISO4217 等の標準規格に準拠。 

取引後残高を示す。 

複数の取引明細を一括処理する

ケースにおいては、当該処理 

単位での残高を応答。 

14 EDI 情報*7 入出金取引に紐付く EDI 情報を 

左詰め。 

入力された EDI 情報を示す。 

15 振込依頼人名 振込依頼人名を左詰め。 被仕向振込入金に関する 

振込依頼人名を示す。 

16 取引時刻 原則として、RFC3339、ISO8601

／JISX0301 等の標準規格に準拠。 

入出金明細情報の取引時刻を示

す。#8、9 とあわせての応答も可。 
*1 単一口座のみの入出金取引明細照会機能の場合は省略可。 
*2 支店コード（または支店名）、預金種目コード（または預金種目）、口座番号、口座名義人

等の各項目を応答。 
*3 応答する残高の通貨コードが常に同一の場合（例えば円）は省略可。 
*4 リクエスト電文で期間が明確であり、その対象期間をそのまま応答する場合は省略可。 

*5  応答時点の最新の入出金取引明細を示す場合は省略可。 
*6 入払区分と取引金額の組合せによる応答に代えて、「入金金額」、「出金金額」等を用いて

取引金額を表示することも可。 
*7 2017 年 6 月現在、「XML 電文への移行に関する検討会（事務局：全国銀行協会）」等にお

いて、金融 EDI の活用や XML 電文への移行に向けた対応が実施されている。 
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４. 共通事項 

  電文標準仕様として定義することではないが、API 連携を目指す銀行と FinTech
企業等が詳細検討を行ううえで、事前に整理、明確化しておくことが望ましい項目

を以下にまとめる。 

♯ 項目 留意事項 

1 データ型 int、string 等のデータ型を明確化 

2 英字表記 各項目の英字表記を明確化 

 例）現在残高 → current balance 等 

3 エラー電文の内容 エラーコード（HTTP ステータスコード）、 

エラーメッセージの一覧とその意味をリスト化 

4 応答を省略する 

場合の返答方法 

項目をセットするか否かについて明確化。 

また項目セットし応答する場合は「Null」や 

「-（半角ハイフン）」等を項目毎に記載。 

5 口座を特定するための

情報 

口座情報をユニークに特定するための情報の組み合わ

せ方法を例示。口座識別子として特定の体系を定めて

いる場合は、その体系を示すことでも可。 

例 1）支店コード、預金種目コード、口座番号を 

   組み合わせることで特定。 

例 2）IC キャッシュカード基本形等の基準に準拠。 

6 取引明細を特定する 

情報 

取引明細をユニークに特定するための情報の組み合わ

せ方法を例示 6。固有の識別子がある場合は当該情報を

示すことでも代替可能。 

 
以 上 

6 例えば日付や時刻等との組み合わせが考えられる。 
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